
村田町上町高齢者クラブ福寿会の月例会の様子
活動の前に、まずはみんなで体操！
下の写真は、会長のあいさつです。
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理
事
会
等
の
協
議
結
果
・

年
間
行
事
予
定

令和７年度　年間行事予定表
月 日 宮　城　県　老　連　関　係 日 全国・東北ブロック・関係団体

4 22日 令和7年度第1回女性委員会
17~18日 北海度・東北ブロック会長・事務局長会議

（宮城県松島町）

5
14日
20日
27日

第１回市町村老連会長・事務局合同会議
第17期第1回高齢者相互支援事業連絡会議
会長・副会長会議

6
２日
10日
25日

県老連監事会
第36回理事会
第23回評議員会

18日 全老連評議員会（東京都）

7

10日 会長・副会長会議
健康づくり研修会（~2月）
特殊詐欺被害防止研修会（~2月）
※希望する市町村老連で開催

17~18日
30日

東北ブロックリーダー研修会(福島県郡山市)
都道府県・政令市老連事務局長会議（東京都）

8 29日 活動推進員等職員セミナー（東京都）

9
５日
上旬
16日

シルバーリーダー・女性リーダー合同研修会
会長・副会長会議
第37回理事会

15~21日
20日

老人の日・老人週間
全国一斉「社会奉仕の日」

10 17日 第29回宮城県シニアスポーツ大会（女川町）
18~21日
未定

第37回全国健康福祉祭（岐阜県）
北海道・東北ブロック活動推進員担当者会議（秋田県）

11 5~6日 第54回全国老人クラブ大会（茨城県水戸市）

12
８日
中旬

第45回宮城県老人クラブ大会（大和町）
第2回市町村老連会長・事務局合同会議

1~2日 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー（東京都）

1
未定
下旬

令和7年度第2回女性委員会
第17期第2回高齢者相互支援事業連絡会議

2 中旬 会長・副会長会議 4~5日 都道府県・政令市老連代表者会議（東京都)

3
上旬
下旬

第38回理事会
第24回評議員会

12日 全老連評議員会（東京都)

2 Miyagi県老連　第121号

第
35
回
理
事
会
の
協
議
結
果

に
つ
い
て

令
和
７
年
３
月
４
日
（
火
）
、
み
や

ぎ
ハ
ー
ト
フ
ル
セ
ン
タ
ー
会
議
室
に

お
い
て
第
35
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

令
和
７
年
度
市
町
村
老
連
分
担
金
、

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
等
が
議
決

さ
れ
評
議
員
会
に
諮
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

１
　
令
和
７
年
度
市
町
村
老
連
分
担

金
に
つ
い
て

２
　
令
和
７
年
度
事
業
計
画
並
び
に

収
支
予
算
に
つ
い
て

３
　
令
和
７
年
度
行
事
予
定
に
つ
い

て

第
22
回
評
議
員
会

令
和
７
年
３
月
27
日
（
木
）、
み
や

ぎ
ハ
ー
ト
フ
ル
セ
ン
タ
ー
会
議
室
に
お

い
て
第
22
回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
、

令
和
７
年
度
の
分
担
金
、
事
業
計
画
及

び
収
支
予
算
等
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
、

提
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
36
回
理
事
会

令
和
７
年
６
月
10
日
（
火
）
み
や

ぎ
ハ
ー
ト
フ
ル
セ
ン
タ
ー
会
議
室
に

お
い
て
第
36
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

退
職
等
に
よ
り
欠
員
と
な
っ
た
役
員
、

評
議
員
の
選
任
、
令
和
６
年
度
の
事

業
報
告
及
び
収
支
決
算
に
つ
い
て
承

認
さ
れ
評
議
員
会
に
諮
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

第
23
回
評
議
員
会

第
23
回
評
議
員
会
は
、
出
席
予
定

が
定
足
数
に
及
ば
ず
書
面
決
議
と
な

り
、
第
36
回
理
事
会
決
議
の
と
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
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第第
1717
期
高
齢
者
相
互
支
援
事
業
の
モ
デ
ル
町
老
連
が
決
定
し
ま
し
た

期
高
齢
者
相
互
支
援
事
業
の
モ
デ
ル
町
老
連
が
決
定
し
ま
し
た

令
和
７
年
度
、
８
年
度
の
２
年
間
、
高
齢
者
相
互
支

援
事
業
を
実
施
し
て
い
く
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が
決
定

し
、
既
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
シ
ル
バ
ー
リ
ー
ダ
ー
が
、

友
愛
訪
問
等
の
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

高
齢
者
相
互
支
援
事
業
は
、
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
が
、

地
域
の
一
人
暮
ら
し
や
寝
た
き
り
の
高
齢
者
等
の
家
庭
を

訪
問
し
、
対
話
、
家
事
援
助
等
の
活
動
を
行
う
も
の
で
、

老
人
ク
ラ
ブ
に
よ
る
社
会
貢
献
の
主
要
な
活
動
の
一
つ
で

す
。

第
17
期
高
齢
者
相
互
支
援
推
進
啓
発
モ
デ
ル
老
連

蔵
王
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
か
っ
ぱ
ク
ラ
ブ
し
か

ま
（
色
麻
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
）、
涌
谷
町
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
、
女
川
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
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今
回
は
、
村
田
町
上
町
高
齢
者
ク
ラ

ブ
福
寿
会
の
活
動
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

上
町
高
齢
者
ク
ラ
ブ
福
寿
会
は
、
平

成
12
年
に
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
健
康
づ
く
り
と
し
て

月
１
回
の
介
護
予
防
月
例
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
現
在
、
会
員
数
は
28
名
で
す
。

こ
の
日
は
、
20
名
の
参
加
が
あ
り
、

地
元
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
見
学

し
、
職
員
の
方
か
ら
施
設
に
つ
い
て
の
説

明
を
聞
き
ま
し
た
。
今
回
見
学
し
た
老
人

ホ
ー
ム
は
、「
地
域
密
着
型
」
と
い
う
こ

と
で
、
村
田
町
民
の
方
の
み
が
入
所
で
き

る
施
設
と
の
こ
と
で
し
た
。
会
員
か
ら

は
、
入
所
す
る
際
の
手
続
き
や
、
入
所
費

用
等
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

見
学
の
後
は
、
老
人
憩
い
の
家
に
場

所
を
移
し
、
血
圧
測
定
、
若
松
正
悦
会
長

の
あ
い
さ
つ
の
後
、
恒
例
と
な
っ
て
い
る

カ
ラ
オ
ケ
を
楽
し
み
な
が
ら
お
茶
飲
み
会

で
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
っ
て
い
ま
し

た
。そ

れ
以
外
に
も
、
週
１
～
２
回
、
ペ

タ
ン
ク
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
で
交
流
を

図
っ
て
お
り
、
最
近
は
県
老
連
主
催
の

シ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
お
い
て
、
上

位
入
賞
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
若
松
会
長
を
は
じ
め
会
員

の
方
々
は
、
高
齢
者
等
食
事
サ
ー
ビ
ス

の
配
送
や
健
康
ふ
く
し
祭
り
で
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
さ

れ
、
こ
の
翌
日
に
は
、
暑
い
中
、
ペ
タ

ン
ク
大
会
会
場
の
草
刈
り
に
も
協
力
し

て
い
ま
し
た
。

町
内
会
も
一
緒
の
方
が
多
く
、
地

域
と
し
て
の
活
動
の
幅
も
広
が
っ
て
お

り
、
同
じ
意
識
を
持
つ
こ
と
で
活
動
の

意
欲
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
今
後

も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
に
つ

な
が
る
よ
う
、
継
続
し
て
活
動
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。（
上
町
は
、

荒
町
地
区
と
石
生
地
区
が
合
体
し
た
単

位
ク
ラ
ブ
と
な
り
ま
す
。）

最
後
に
村
田
町
に
つ
い
て
、
少
し

紹
介
し
ま
す
。

村
田
町
は
、
江
戸
時
代
に
は
「
蔵
の

町
」
と
し
て
栄
え
、
今
も
町
の
中
心
部

に
は
白
壁
土
蔵
の
町
並
み
が
残
り
、
平

村
田
町
上
町
高
齢
者
ク
ラ
ブ
福
寿
会
の
活
動
紹
介
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令
和
７
年
７
月
17
日
（
木
）、
18
日

（
金
）
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
東
北
ブ

ロ
ッ
ク
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
が
福
島
県
郡

山
市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

東
北
六
県
か
ら
約
３
０
０
人
の
老
人

ク
ラ
ブ
リ
ー
ダ
ー
等
が
参
加
し
、
宮
城

県
か
ら
は
19
名
（
事
務
局
を
含
む
）
が

参
加
し
ま
し
た
。

１
日
目
は
、「
笑
い
と
健
康
～
心
と

身
体
を
癒
す
笑
い
の
力
～
」
と
題

し
て
、
福
島
県
立
医
科
大
学
の
大

平
哲
也
先
生
の
講
演
が
あ
り
、
参

加
者
の
皆
さ
ま
か
ら
「
大
変
楽
し

く
、
わ
か
り
や
す
く
、
内
容
も
非

常
に
興
味
深
か
っ
た
」
と
の
声
が

聞
か
れ
、
大
変
好
評
で
し
た
。
次

に
全
国
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
か
ら

「
今
後
の
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
の
振

興
に
向
け
て
」
と
題
し
て
基
調
報

告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

２
日
目
は
、
３
つ
の
単
位
老
人

ク
ラ
ブ
か
ら
活
動
報
告
が
あ
り
、

そ
の
後
、
２
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い

て
グ
ル
ー
プ
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

他
県
の
会
員
の
方
々
と
意
見
を
交
わ

し
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
も
で
き
て
、

と
て
も
有
意
義
な
２
日
間
の
研
修
会
で

し
た
。

来
年
は
、
山
形
県
で
開
催
予
定
で

す
。
今
年
以
上
に
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご

参
加
い
た
だ
け
る
こ
と
を
心
よ
り
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
老
人
ク
ラ
ブ
リ
ー
ダ
ー

研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

成
26
年
に
宮
城
県
初
の
「
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区
」に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

秋
に
は
「
蔵
の
陶
器
市
」
が
開
催
さ
れ
、

多
く
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

特
産
品
と
し
て
は
、
そ
ら
豆
や
甘
さ

が
特
徴
の
と
う
も
ろ
こ
し
「
味
来
（
み
ら

い
）」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
村
田
町
に
は
数
多
く
の
鬼
伝

説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
内
に
は
、
鬼

の
ミ
イ
ラ
や
鬼
の
手
の
跡
が
残
る
石
が
あ

る
そ
う
で
す
。

ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
、
足
を
運
ん
で
み
て

く
だ
さ
い
。

県
老
連
事
務
局
で
は
、
各
連

合
会
や
単
位
ク
ラ
ブ
で
行
っ
て

い
る
行
事
や
、
会
員
の
方
の
趣

味
や
特
技
を
募
集
し
て
い
ま
す

の
で
、
紹
介
し
て
ほ
し
い
行
事

や
会
員
の
方
に
つ
い
て
、
事

務
局
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

県
老
連

事
務
局
か
ら
の

お
知
ら
せ
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「いきいきクラブ体操」は、老人クラブのオリジナルの体操です。
毎日の暮らしの中で、無理せず、できる範囲でやってみましょう。
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気軽に体操　今日も元気
いきいきクラブ体操で、仲間と楽しく健康づくり
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運転免許自主返納者に対する支援施策の実施状況（令和7年6月1日現在）

※本実施状況は、自治体や事業所等において独自に実施している支援施策の概要をご紹介するものです。

　支援内容等の詳細については、各実施機関にお問い合わせください。

№ 実施機関 支援策・支援概要

1 （一社）宮城県
タクシー協会 県内タクシー協会加盟各社のタクシーの料金割引（1割）

2 塩竈市 市民バス（NEW しおナビ100円バス）の無料乗車券を1回交付（1年間有効）
3 角田市 デマンドタクシー利用券・阿武隈急行乗車券1回交付・タクシー共通利用券（15,000円以内）
4 多賀城市 市民バス（多賀城東部線及び多賀城西部線）の運賃無料（運転経歴証明書交付日から1年間）

5 岩沼市 岩沼市民バス、デマンド型乗合タクシー及び岩沼AI乗合バスの無料乗車券の1回交付（6か月
間有効）

6 登米市 市民バスの1年間無料乗車券「あしがるくん」の交付
7 東松島市 デマンド型乗合タクシー「らくらく号」利用料金100円に割引
8 大崎市 市民バス等の運賃が1年間半額となる割引乗車証を1回交付
9 富谷市 市民バスの無料乗車証の交付

10 名取市 1年間市民バス（なとりん号）無料、デマンド交通（なとりんくる）半額（200円）となる
運転免許返納者割引証を交付

11 栗原市 栗原市民バスを1年間無料で利用できる無料乗車証を交付。タクシー利用助成事業における
タクシー利用券の交付枚数を、1月あたり通常8枚のところ、16枚交付する。（1年間）

12 蔵王町 タクシー 1回の乗車につき600円を助成する利用券を交付。1か月2枚まで交付で年度ごと最
大24枚まで交付（町が契約するタクシー会社に限る）

13 大河原町 大河原町デマンド型乗合タクシー利用券18,000円分又は県内のタクシー会社（町内2社を含
む）で利用可能なタクシー乗車券15,000円分を1回交付

14 村田町 デマンド型乗合タクシー「くらりん号」利用回数券9,900円分を1回交付

15 川崎町
町民バス1年間無料乗車証明書を1回交付
1枚600円のタクシー利用助成券を24枚交付。遠隔地の場合は36枚交付。枚数制限はなし。
交付の年度ごとに1回。（町が利用を認めたタクシー会社に限る。）

16 丸森町 デマンド型乗合タクシー利用券、阿武隈急行回数券、町民バス・白石市民バス回数券を自主
返納から1年以内に合計1万円を限度に1回のみ交付

17 亘理町 デマンド型乗合タクシー運賃を利用登録時から以降1年間無償で利用可能

18 山元町 町民バス「ぐるりん号」・デマンド型乗合タクシー運賃の減免（1年目は10割減免、2年目以
降は半額助成）

19 七ヶ浜町 町民バスの運賃の1年間全額助成
20 利府町 町民バスの1年間無料乗車証の交付
21 大和町 町民バス及びデマンドタクシー乗車料金の運賃の半額助成
22 大郷町 町民バスの運賃の半額助成
23 大衡村 指定業者のタクシー利用券（24,000円）の交付
24 色麻町 指定業者のタクシー利用券（24,000円）の交付
25 加美町 住民バス、代替バス「高倉線」、ミヤコーバス「色麻線」運賃の半額助成
26 涌谷町 町民バスの運賃の乗車回数券（4,800円）を交付
27 美里町 住民バス利用券、デマンドタクシー利用券及びタクシー利用券（10,000円分）の1回交付
28 女川町 町民バス回数券（2,000円相当）又は ｢ゆぽっぽ｣ 入浴回数券（2,500円相当）の交付
29 南三陸町 乗合バスの1年間無料専用パスの交付
30 石巻市 （株）ミヤコーバス（高速バスを除く）で使用できる助成券（200円券24枚）を交付

31
東北アクセス（株）

宮城営業所
☎0224-63-3810

高速乗合バス（丸森・角田⇔仙台）の片道運賃の割引

32 阿武隈急行（株）
☎024-577-7132 乗車時の普通片道・往復運賃を30%割引



「みんとめ」とは、特殊詐欺の犯人か
らの電話を直接受けないための対策
として、「国際電話着信ブロック」を
推進し、特殊詐欺被害をみんなで抑
止するための運動です。

＃みんとめ 「＋」から始まる電話番号を見たこ
とはありませんか？
電話番号の先頭についている＋以
降の数字は国コードと呼ばれるも
のです。「＋８１」は日本のコードで
す。特殊詐欺に利用された電話番
号のうち、約６２％が国際電話番
号です。

国国際際電電話話不不取取扱扱セセンンタターー
００１１２２００－－２２１１００－－３３６６４４

犯行に利用された電話番号のうち、約
６０％が国際電話番号からの電話です。
国際電話を利用されない方は、簡単・

無料で国際電話番号での発信・着信を停
止することができます。
手続きは右の電話番号に電話、または

インターネットからの手続きもできます。

国際電話番号での発着信を止めたい方は

までご連絡下さい。

宮城県警察では、令和７年６月２日（月）から「特殊詐欺電話撃退装
置等」を購入した方に対して補助金の交付事業の受付をしてます。
補助金額は対象機器購入費の２分の１（１００円未満は切り捨て）で上
限は７，０００円です。申請要件や申請方法などの詳しい情報は、宮城
県警のホームページ又は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
※ 補助金の予算には限りがございます。お早めの申請をお願いします。
問い合わせ先 ☎ 宮城県警察本部 ０２２-２２１-７１７１（代表）

担当 生活安全企画課 犯罪抑止対策係 （内線3034～3037）
※ 問い合わせは平日の午前８時３０分～午後５時までとなります。

問い合わせ先 ☎ 宮城県警察本部 ０２２-２２１-７１７１（代表）
担当 生活安全企画課 犯罪抑止対策係 （内線3034～3037）

※ 問い合わせは平日の午前８時３０分～午後５時までとなります。
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お問い合わせはお近くの法務局へ

仙台法務局不動産登記部門 （相続登記関係） ０２２－２２５－５７６７

仙台法務局供託課 （遺言書保管制度関係） ０２２－２２５－５７３５

仙台法務局塩竈支局 ０２２－３６２－２３３８ 仙台法務局大河原支局 ０２２４－５２－６０５４

仙台法務局古川支局 ０２２９－２２－０５１０ 仙台法務局石巻支局 ０２２５－２２－６１８８

仙台法務局登米支局 ０２２０－５２－２０７０ 仙台法務局気仙沼支局 ０２２６－２２－６６９２

仙台法務局名取出張所 （相続登記関係） ０２２－３８２－３６９４

専門家に相談したい場合は、宮城県司法書士会へ

（詳しくはホームページへ）

０２２－２２１－６８７０
月・水・金（１３：３０～１６：３０）
※祝日・年末年始を除く

令和６年４月1日から相続登記が義務化されました！

●●不不動動産産をを相相続続でで取取得得ししたたここととをを知知っったた日日かからら
３３年年以以内内にに相相続続登登記記のの申申請請ををししななけけれればばななりりまませせんん！！
●●令令和和６６年年４４月月１１日日よよりり前前にに相相続続ししたた不不動動産産もも
相相続続登登記記ががさされれてていいなないいももののはは義義務務化化のの対対象象ににななりりまますす！！

令和８年４月1日から

住所・氏名の変更登記が義務化されます！
●●住住所所やや氏氏名名・・名名称称のの変変更更のの日日かからら２２年年以以内内にに
登登記記のの申申請請ををししななけけれればばななりりまませせんん！！
●●令令和和８８年年４４月月１１日日よよりり前前のの変変更更もも義義務務化化のの対対象象ににななりりまますす！！
●●かかんんたたんん・・無無料料のの手手続続ををししてていいたただだけけれればば、、そそのの後後はは
「「ススママーートト変変更更登登記記」」にによよっってて、、法法務務局局がが変変更更登登記記をを行行いいまますす！！

詳しくは法務省ホームページへ

不動産登記推進ご当地キャラクター
まさむねトウキツネ

遺言書は法務局へ預けると安心です！

自筆証書遺言書保管制度

遺言書ほかんガルー

●●厳厳重重にに保保管管ししまますす。。
●●手手数数料料はは33,,990000円円でですす。。
●●家家庭庭裁裁判判所所のの検検認認がが不不要要でですす。。
●●手手続続はは予予約約制制でですす。。

詳しくは
こちら

（法務省ＨＰ）

ＹｏｕＴｕｂｅで申請方法の
解説動画も掲載しています！

各
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▲６月26日　七ヶ宿町老連

▲７月３日　かっぱクラブしかま（色麻町老連）

▲7月17日　亘理町シニアクラブ連合会（亘理町老連）
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お問い合わせはお近くの法務局へ

仙台法務局不動産登記部門 （相続登記関係） ０２２－２２５－５７６７

仙台法務局供託課 （遺言書保管制度関係） ０２２－２２５－５７３５

仙台法務局塩竈支局 ０２２－３６２－２３３８ 仙台法務局大河原支局 ０２２４－５２－６０５４

仙台法務局古川支局 ０２２９－２２－０５１０ 仙台法務局石巻支局 ０２２５－２２－６１８８

仙台法務局登米支局 ０２２０－５２－２０７０ 仙台法務局気仙沼支局 ０２２６－２２－６６９２

仙台法務局名取出張所 （相続登記関係） ０２２－３８２－３６９４

専門家に相談したい場合は、宮城県司法書士会へ

（詳しくはホームページへ）

０２２－２２１－６８７０
月・水・金（１３：３０～１６：３０）
※祝日・年末年始を除く

令和６年４月1日から相続登記が義務化されました！

●●不不動動産産をを相相続続でで取取得得ししたたここととをを知知っったた日日かからら
３３年年以以内内にに相相続続登登記記のの申申請請ををししななけけれればばななりりまませせんん！！
●●令令和和６６年年４４月月１１日日よよりり前前にに相相続続ししたた不不動動産産もも
相相続続登登記記ががさされれてていいなないいももののはは義義務務化化のの対対象象ににななりりまますす！！

令和８年４月1日から

住所・氏名の変更登記が義務化されます！
●●住住所所やや氏氏名名・・名名称称のの変変更更のの日日かからら２２年年以以内内にに
登登記記のの申申請請ををししななけけれればばななりりまませせんん！！

●●令令和和８８年年４４月月１１日日よよりり前前のの変変更更もも義義務務化化のの対対象象ににななりりまますす！！
●●かかんんたたんん・・無無料料のの手手続続ををししてていいたただだけけれればば、、そそのの後後はは
「「ススママーートト変変更更登登記記」」にによよっってて、、法法務務局局がが変変更更登登記記をを行行いいまますす！！

詳しくは法務省ホームページへ

不動産登記推進ご当地キャラクター
まさむねトウキツネ

遺言書は法務局へ預けると安心です！

自筆証書遺言書保管制度

遺言書ほかんガルー

●●厳厳重重にに保保管管ししまますす。。
●●手手数数料料はは33,,990000円円でですす。。
●●家家庭庭裁裁判判所所のの検検認認がが不不要要でですす。。
●●手手続続はは予予約約制制でですす。。

詳しくは
こちら

（法務省ＨＰ）

ＹｏｕＴｕｂｅで申請方法の
解説動画も掲載しています！
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ご自身のケガの補償

老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険
自分がケガをしてしまった時の保険です。

会員は所属クラブを通じての任意加入となります。 クラブ全会員での加入が条件となります。

24時間型 活 動 型

相手の物、ケガの補償

老人クラブ賠償責任保険老人クラブ賠償責任保険老人クラブ賠償責任保険老人クラブ賠償責任保険
他人の物を壊したり、

ケガをさせた時の保険です。

〒100-0013  東京都千代田区霞が関３-３-２ 新霞が関ビル５階

ホームページ  http://www.senior-ltd.com/ メールアドレス  hoken@senior-ltd.com

公益財団法人

〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社　TEL.03-3597-8768
〈引受幹事保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社 医療・福祉法人部　TEL.03-3515-4143

03-3597-8770お問い合わせ
ご相談 先専用FAX03-3597-8767加入申込書等、

資 料 請 求 先

受付時間 9：30から12：00まで
13：00から17：00まで

土、日、祝祭日、
年末年始休

老人クラブ会員向けに
傷害保険 賠償責任保険で・
全国老人クラブ連合会では所属の単位老人クラブの会員向けに、
もしもの時にそなえる保険をご用意しています

安心
補償

※この広告は、「老人クラブ傷害保険（老人クラブ団体傷害保険特約付帯傷害保険、総合生活保険（傷害補償））」と「老人クラブ賠償責任保険（施設賠償責
任保険・生産物賠償責任保険）」についてご紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ず｢パンフレット」｢概要・重要事項説明書｣等をよくお読みください。ご不明な点につきましては、全老連「保険係」までお問い合
わせください。 2025年2月作成　24TC-006926

資料請求
お問い合わせ先
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